
1. 受験資格および職種・採用人員
①地方公務員法第16条（欠格条項）に該当しないかた。
②日本国籍を有しないかた（外国籍のかた）は、永住者または特別永住者の在留資格を有すること。
③下表の職種ごとに定める受験資格に該当するかた。

２．受験手続と受付期間
(1)受験手続
	� 　受験申し込みは、原則、インターネットによる受け付けのみです。市ホームページ内「鳥羽市職

員採用試験情報」から「鳥羽市職員採用試験申込システム」にアクセスし、画面内の指示に従っ
て全ての必要項目を入力のうえ、受付期間中に申し込みをしてください。

　【鳥羽市職員採用情報サイト】　https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/jinji/6802.html

職　　　種 試験日 受験場所 試　験　科　目
一般事務職

（テストセンター方式）
6月5日（金）～19日（金）の
期間内で希望の日時を選択

全国テストセンターから
希望の会場を選択 職務基礎力試験

 （職務能力試験・職務適応性検査）一般事務職
（一斉試験方式）

6月14日（日） 鳥羽市役所西庁舎
保育士・技術職（土木）

職務基礎力試験
 （職務能力試験・職務適応性検査）
専門試験

(2)第2次試験 … 口述試験（面接）　※医師は口述試験のみ行います（試験日：７月１１日（土））。

※現役高校生のかたは、本試験（前期）を受験することができません。
※�船員についても通年募集を行っています。くわしくは、鳥羽市職員採用情報（QRコード）から募集要項を確認してくだ

さい。

(2)受付期間	� 5月1日（金）午前8時30分～29日（金）午後5時15分
３．試験内容

 （1）第1次試験

職　　種 採用予定人数 受　　験　　資　　格

一般事務職 5人程度

平成3年4月2日以降に生まれたかたで、次の①、②のいずれかに該当するかた。
①�学校教育法に基づく高等学校卒業以上のかた、または、これに相当する学力を有するかた

で、専門科目を履修したかた。
②大学または短期大学などを、令和9年3月31日までに卒業見込みのかた。

一般事務職
（障がい者対象）

2人程度

平成3年4月2日以降に生まれたかたで、次の①～③のいずれかに該当するかた。
①�身体障害者手帳の交付を受けているかた、または都道府県知事の定める医師もしくは産業

医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・
意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫または肝臓の機能障害については、指定医によるものに限る。）を有するかた。

②�療育手帳の交付を受けているかた、または、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福
祉センター、障害者職業センター、精神保健指定医により知的障害であると判断されたかた。

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた。

保育士 2人程度

次の①、②のいずれかに該当するかた。
①昭和61年4月2日以降に生まれ、保育士および幼稚園教諭資格の両方を有するかた。
②�昭和51年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれ、保育士および幼稚園教諭資格の両方

を有するかたで、令和9年3月31日時点で、保育士または幼稚園教諭として保育所・幼稚園
または認定こども園で通算3年以上勤務した実務経験のあるかた。

技術職
（土木）

若干名

次の①、②のいずれかに該当するかた。
①�平成3年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校卒業以上のかた、または、こ

れに相当する学力を有するかたで、専門科目を履修したかた。
②�昭和61年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく高等学校卒業以上のかた、または、こ

れに相当する学力を有するかたで、2級土木施工管理技士以上の資格を有するかた。

医師 1人
昭和37年4月2日以降に生まれたかたで、医師免許を有するかた。
※�ただし、平成17年4月以降に医師免許を取得したかたについては、臨床研修を修了したかた

（見込みを含む）に限ります。

令和9年4月採用予定の市職員を募集します。

鳥羽市職員
採用情報

総務課モチベーション係  25-1113

市職員市職員をを募集募集しますします
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